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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 者 に よ る 操 作 の 結 果 に 基 づ い て 、 単 位 遊 技 の 開 始 を 指 令 す る 遊 技 開 始 指 令 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 開 始 指 令 手 段 か ら の 遊 技 開 始 指 令 信 号 に 基 づ い て 、 当 選 役 を 決 定 す る 当 選 役 決
定 手 段 と 、
　 入 賞 態 様 を 入 賞 表 示 手 段 に 停 止 表 示 さ せ る 入 賞 表 示 制 御 手 段 と 、
　 前 記 当 選 役 が 特 定 の 役 で あ る こ と に 基 づ い て 、 前 記 入 賞 表 示 制 御 手 段 に よ り 前 記 入 賞 表
示 手 段 に 特 定 の 入 賞 態 様 が 停 止 表 示 さ れ た 場 合 に 、 遊 技 者 に 有 利 な 有 利 状 態 を 発 生 さ せ る
有 利 状 態 発 生 手 段 と 、
　 前 記 入 賞 表 示 制 御 手 段 が 前 記 特 定 の 入 賞 態 様 を 停 止 表 示 さ せ る こ と が 可 能 な 確 率 が 第 １
の 確 率 で あ る 第 １ 確 率 状 態 を 継 続 さ せ る 単 位 遊 技 の 回 数 を 決 定 す る た め の 決 定 情 報 と し て
、 決 定 さ れ る 単 位 遊 技 の 回 数 の 期 待 値 が 第 １ の 値 で あ る 第 １ 決 定 情 報 と 、 決 定 さ れ る 単 位
遊 技 の 回 数 の 期 待 値 が 第 １ の 値 よ り も 小 さ い 第 ２ の 値 で あ る 第 ２ 決 定 情 報 と を 格 納 す る 情
報 格 納 手 段 と 、
　 前 記 当 選 役 決 定 手 段 が 複 数 の 所 定 の 役 の う ち の い ず れ か を 当 選 役 と 決 定 し た こ と を 契 機
と し て 、 前 記 第 １ 確 率 状 態 を 継 続 さ せ る 単 位 遊 技 の 回 数 の 決 定 の た め に 前 記 第 ２ 決 定 情 報
を 続 け て 用 い る 回 数 を 前 記 所 定 の 役 の 種 別 に 基 づ い て 決 定 す る 連 続 回 数 決 定 手 段 と 、
　 前 記 連 続 回 数 決 定 手 段 の 決 定 結 果 に 応 じ て 前 記 第 １ 決 定 情 報 又 は 前 記 第 ２ 決 定 情 報 を 選
択 し 、 選 択 し た 決 定 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 有 利 状 態 が 終 了 し た 後 に お い て 前 記 第 １ 確 率 状
態 を 継 続 さ せ る 単 位 遊 技 の 回 数 を 決 定 す る 継 続 回 数 決 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 確 率 状 態 が 継 続 す る 単 位 遊 技 の 回 数 を 計 数 す る 回 数 計 数 手 段 と 、
　 前 記 継 続 回 数 決 定 手 段 の 決 定 結 果 と 、 前 記 回 数 計 数 手 段 に よ り 計 数 さ れ た 回 数 に 基 づ い
て 、 前 記 第 １ 確 率 状 態 か ら 、 前 記 入 賞 表 示 制 御 手 段 が 前 記 特 定 の 入 賞 態 様 を 停 止 表 示 さ せ
る こ と が 可 能 な 確 率 が 前 記 第 １ の 確 率 よ り も 高 い 第 ２ の 確 率 で あ る 第 ２ 確 率 状 態 に 確 率 状
態 を 移 行 さ せ る 状 態 移 行 手 段 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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